
 
 
 

   建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 
（建築物省エネ法）の概要について 

 
 
  
 
  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年７月１日に国会において成立し、平成
27年７月８日に公布されました。 
  適合義務、届出等の規制的措置については公布の日から２年以内（平成29年４月を予定）、容積率特例
、表示制度等の誘導的措置については平成28年４月に施行されます。内容については以下のとおりです。 
  
□概要 
 （１）大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務 
  大規模な非住宅建築物（特定建築物）について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義
務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保する。 
 （２）中規模以上の建築物に対する届出義務 
  中規模以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能
基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができることとする。 
 （３）省エネ向上計画の認定（容積率特例） 
  省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができるこ
ととする。 
 （４）エネルギー消費性能の表示 
  エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示す
ることができることとする 
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省エネ基準適合義務化等のスケジュール 



3 

 
   

避難安全検証法Ｑ＆Ａ集 
   
 
 
 

●６ 全館避難安全検証法の概略 
 
 Ｑ．全館避難安全検証法の概略を知りたい。 
 
 Ａ．全館避難安全検証法は、全館避難安全性能があることを二段階に分けて検証する方法です。 
  第一段階では、各階が階避難安全性能を有していることについて、階避難安全検証法により確か 
  めます。第二段階では、火災の発生した室階以外の人も含めて建築物内にいる全ての人が地上 
  まで安全に避難できることを確かめます。 
 
 
●７ 階避難検証での設計ルートの混用 
 
 Ｑ．階避難安全性能の検証を行う場合、特定の階についてのみ階避難安全検証法を適用すること 
  はできるか。例えば、ある階は階避難安全検証法で、他の階は仕様規定としてもよいか。 
 
 Ａ．階避難安全性能の検証は「階」ごとに適用できます。ある階だけの階避難安全性能を検証する 
  ことができますので、階によってルートが異なっても問題ありません。ただし、階避難安全検証法 
  を適用した階については、その階はすべて階避難安全検証法で検証しなければなりません。 
 
 
●８ 全館避難検証での設計ルートの混用 
 
 Ｑ．全館避難安全検証法を適用する場合、一部の階を仕様規定によることができるか。 
 
 Ａ．全館避難安全性能の検証は全館が検証の単位になるため、全館を同じ方法で検証しなければ 
  なりません。即ち、全館避難安全検証法を適用する場合、全ての階を全館避難安全検証法で検証 
  する必要があります。（全館避難安全検証法には各階の階避難安全検証法の適用も含まれます） 
 
 
●９ 令第117 条第2 項による床または壁で区画されている場合の検証方法 
 
 Ｑ．令第117 条第2 項による開口部のない耐火構造の床又は壁により区画されている場合、 
  それぞれ別の建築物とみなして、一方を避難安全検証法、他方を仕様規定としてよいか。 
 
 Ａ．令第117 条第2 項により区画された場合は、避難安全検証を考えるうえでは実態上別と考え 
  ても支障ないと考え、異なる設計ルートを適用することで支障ありません。また、令第117 条第2 項 
  の区画でない場合でも、階において、開口部のない耐火構造の壁により区画され、煙が他の部分へ  
  伝播しない場合は、一方を階避難安全検証法、他方を仕様規定とすることで支障ありません。 
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 エネルギーパスとは？ 
 
 エネルギーパスは建築物の「燃費性能」を示す指標です。 
 エネルギーパスとは、建築物の断熱性能や設備の効率性を評価し、建築物が年間を通して快適な室内温度を保ち、給湯や照明
を使用するために必要なエネルギー量等をKWH／㎡・年で表示する「家の燃費」を評価する指標です。 
 
 ＥＵ加盟各国では、建築物に「燃費性能」の表示が義務付けられています。 
 ＥＵ加盟各国では、「建築物のエネルギー性能にかかわる欧州指令（ＥＰＢＤ）」により、建築物に対するエネルギー性能要求事項
の最低基準の適用や、建築物の新築、売買、賃貸借時におけるエネルギー性能評価書の取得と提示などが義務付けられていま
す。 
 
 エネルギーパスはドイツ生まれの指標です。 
 このＥＰＢＤに基づき、ドイツでは、2008年7月から「エネルギーパス制度」が導入され、現在では住宅の賃貸・売却取引時に、その
住宅の「家の燃費」を事前に把握することが出来るようになっています。 
ＥＵなどの先進国では、賃貸・売買などの不動産取引時に、「家の燃費性能」が、エネルギーパスにて明示されています。 
床面積1㎡あたり◯◯kWh必要という形で数値化されており、誰でも簡単に家の燃費を確認することができるため、立地やインテリ
アなどと同じく「家の燃費」が住宅の価値基準として重要な判断要素となっています。 
 
 日本におけるエネルギーパス 
 
 ドイツの協力を受けて一般社団法人日本エネルギーパス協会が設立されました。 
日本においては、ドイツのサスティナブル建築の専門機関であるエコセンターＮＲＷ（ドイツ ハム市）やドイツＮＲＷ州等の協力を得
て、2011年7月に一般社団法人日本エネルギーパス協会が設立されました。 
現在、エネルギーパスの評価を行うことができる認定研修会 を実施し評価資格者の養成を図りながら、低燃費住宅の普及・啓蒙、
および任意の制度としてのエネルギーパスの普及促進を図っています。 
 
エネルギーパスの燃費性能の評価ステップ 
 
 「エネルギーパス」では、エネルギーの消費量を三段階のステップで評価します。 
Step1 必要エネルギー 
 ある住宅で室温を冬期20℃、夏期27℃以下、一定の給湯使用などの所定の生活を一年間過ごした時に、冷暖房、給湯、換気、
照明を使用するのに必要となるエネルギー量（エネルギー需要）です。 
必要エネルギーには、給湯器や発電システムなどのアクティブな設備効率は含まれていません。断熱性能や日射コントロール性能
などの建築物としての住宅自体の省エネルギー性能を示す値なのです。数値が少ないほどに高性能であり、高い居住快適性や 
健康性能を有していることになります。 
 
Step2 最終エネルギー 
 住宅自体のエネルギー需要である必要エネルギーを導入予定（もしくは導入済み）の給湯器やエアコン、太陽光発電システムな
どの設備機器にて供給した場合の電気やガス、灯油などの形で消費するエネルギー量です。最終エネルギーは、エネルギー効率 
の高い設備機器を使用すれば「必要エネルギー」よりも小さく、反対にエネルギー効率の低い設備機器の場合は「必要エネルギー」
よりも大きくなります。 
この「最終エネルギー」からは実際に支払うであろう光熱費を理論値で算出することができます。 
最終エネルギーは、消費者にとっての「家の燃費」（ランニングコスト）を評価するための経済的指標となる数値でもあります。 
 
Step3 CO2排出量 
 住宅で消費する最終エネルギー量にCO2排出係数を掛けることで、CO2排出量を求めることができます。CO2 排出係数とは電気
やガス、ガソリン等のエネルギー種別に定められた値です。 
CO2排出量により、エネルギーの消費による環境への影響を評価することができます。 
CO2排出量の等級は、建物自体の省エネルギー性能に設備の効率、再生可能エネルギーによる発電等を加味した総合評価にな
ります。 
 
エネルギーパスの第三者認証とは？ 
 エネルギーパスの評価は、基本的には設計者が、エネルギーパスの評価プログラムを用いて自己評価します。 
エネルギーパスの第三者認証制度は、この自己評価書を基に、日本ＥＲＩが第三者機関として客観的な立場から、認証を行うもの 
です。 
住宅の設計図や設備の仕様書等の資料を基に、住宅の設計仕様とエネルギーパスの評価内容とが合致していることを確認し、 
認証書を発行します。 
認証書ホルダー内の第三者認証書に添えられているのが、自己評価書です。自己評価書には、より詳しい住宅の燃費性能等が 
表示されています。 
 

エネルギーパス®とは？ 
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ERIからのお知らせ 

 
  建築確認申請書作成ツールおよび住宅性能評価申請書作成ツール 

を更新しました  
 

 日本ERIが開発した、建築確認、性能評価等の申請時に必要な書類を簡便に作成していただけるツール類を、  
本倶楽部会員の皆様に向けて公開します。 
 各ツール類は、申請書類をより直感的、よりストレスなく作成いただけるような工夫を随所に盛り込んでいます。 
 また、確認申請用ツールと評価申請（共同住宅等、戸建住宅等）用ツールとは情報の共有もとれるようになっており、 
入力手間の省力化も図れる優れものです。 
 日頃の申請業務において是非ご活用ください。   
 
 
  詳細につきましては下記ホームページをご覧ください。 
 
         https://club.j-eri.jp/club/ 
 
  ※ 会員登録が必要です。 
 
＠ERI倶楽部とは？ 
 日本ERI 株式会社は「＠ERI倶楽部」（アットイーアールアイクラブ）という顧客サービスを無料で行っております。当
社の持つ建築確認・住宅性能評価等の審査・評価並びに検査に関する技術情報を中心に有益な情報・ノウハウを
積極的に提供していきます。 
 建築計画・設計段階から申請手続き・竣工の流れの中でお客様が効率的に事業を進められ、且つ付加価値を高
められることを期して、当社の持つ有益な情報・ノウハウを積極的に開示していきます。メールマガジンでの情報提
供や＠ERIセミナーの開催、お客様がWEB上で申請手続やその進捗状況の把握ができるサービスを提供していく予
定です。 
 

＠ＥＲＩ倶楽部 ☆京都版☆は偶数月の末にお届けさせていただきます。 
 
 上記以外のニュースは日本ERI株式会社のホームページをご覧下さい。 
  http://www.j-eri.co.jp/ 
 ＠ERI倶楽部についてもぜひご登録をお願いいたします。 
  ご登録は http://www.j-eri.co.jp/ericlub/ericlub_top.html より  
  ご登録いただきますと本社よりメールマガジンの配信等をさせていただきます。 
 
 【編集関係】内容に対するご意見やお問い合わせ、ニュースの投稿など  
  E-mail： kyoto@j-eri.jp  宛にご連絡ください。 
 
 ◆京都支店へお車でご来社の方は京都市営御池地下駐車場をご利用ください。「一時間の無料駐車券」を差し上げます。 
  案内地図はこちらから  http://www.j-eri.co.jp/ の支店からのお知らせより京都支店からのお知らせのページをご覧下さい。 

 

■┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓□ 

    編集・発行：日本ERI株式会社 京都支店 

  〒604-0847 京都市中京区烏丸通押小路上る秋野々町535番地 日土地京都ビル 2階 
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